
１  任意継続組合員制度  

退職の日の前日まで、引き続き 1年以上組合員期間のあった者が、任意継続組合員となる

ことを希望したときは、退職の日から起算して 20 日を経過するまでにその旨を申し出、掛

金を払い込むことにより退職後2年間引き続き在職中と同じような短期給付(休業手当金・

育児休業手当金・介護休業手当金は除く。)を受けることができます。

  なお、短期給付の計算の基礎となる給料は任意継続掛金標準額となります。  

任意継続掛金の算定は、任意継続組合員について(P54参照)の項目を

参照してください。  

２  組合員資格喪失後の給付  

公立学校共済組合員の資格喪失後も、次の給付が受けられます。  

ただし、国民健康保険以外(健康保険・共済組合等の)資格を取得した場合は、それぞれの

給付制度が適用されますから、公立学校共済組合からの支給はありません。これは被扶養者

についても同様です。  

給付の種類 給付要件 給付額 提出書類 

出産費 

引き続き 1 年以上組合員であっ

た者が、資格喪失後 6か月以内

に出産したとき。 

掛金の算定の標準とな

った額×1.25  

(最低保障額 300,000円）

 

「出産費請求書」

 

出産手当金 

上記に同じ(勤務に服すること

ができなかった期間)  

給付日額×日数  

※給付日額＝掛金の算

定の標準となった額  

×1/22×80/100  

※日数 給付期間は産

前42(多胎妊娠 98)日・

産後56日以内(休日分

を除く。)  

「出産手当金

請求書」  

前月分を毎月

5日まで請求

すること。 

傷病手当金 

 

（1） 引き続き1年以上組合員で

あった者が、公務によらない傷

病による療養のため勤務に服す

ることができなくて退職した際

に、傷病手当金を受けていると

き、又は給料が減額されていな

かった(8割給付を含む。)ために

傷病手当金を受けないで退職

し、なお引き続き勤務に服する

ことができないとき。  

（2） 任意継続組合員がその資

格を喪失した際に、傷病手当金 

給付日額×日数  

※給付日額＝掛金の算

定の標準となった額  

×1/22×80/100  

※日数 給付期間は1年

6か月、結核性の病気の  

場合は3年以内（休日分

を除く。）

「傷病手当金

請求書」  

前月分を毎月

5日まで請求

すること。  
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第４  退職したとき 
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を受けていて、なお、引き続き

労務に服することができないと

き。  

※調整　障害共済年金、又は障

害一時金の認定がされた場合、

傷病手当金は障害共済年金・障

害基礎年金・障害一時金と調整

される。  

※なお退職又は老齢を給付事由

とする年金についても同様に調

整される。

埋葬料 

組合員であった者が、資格喪失

後 3か月以内に死亡したとき。 

掛金の算定の標準とな

った額×1.25  

(最低保障額 100,000円）

  

「埋葬料・家族

埋葬料請求書」

「埋火葬許可

証(写)」  

※資格喪失時

の被扶養者以

外の者が埋葬

料を請求する

場合は、埋葬に

要した費用の

「領収書」及び

「内訳明細書」

を添付。 
 


